
令和 7年 10月 24日（金）に開催された国の文化審議会で重要文化財指定の答申があっ

た「幸徳院観音堂」について、別添のとおり本日付けの官報告示で国の重要文化財に指定さ

れましたので、お知らせいたします。 

記 

１ 重要文化財の概要 

・文化財種別 建造物

・名 称 幸
こう

徳院
とくいん

観音堂
かんのんどう

 

附
つけたり

棟札 二枚 板札 一点 普請関係文書 五冊 

・員 数 一棟 

・所 有 者 幸徳院

・所 在 地 米沢市笹野本町

２ 米沢市の指定等文化財について 

・米沢市の国指定重要文化財（国宝含む）件数 30件 → 31件

・米沢市の指定等文化財件数 158件 → 158件（県指定が解除となるため増減なし）

・建造物での国指定は、昭和48年（1973）6月2日指定の「旧米沢高等工業学校本館」（山

形大学米沢キャンパス内）以来、2件目となります

以上 

幸徳院観音堂（笹野観音堂）の重要文化財指定に

ついて 

令和８年１月１５日 

社会教育文化課文化財担当  

電話 22-5111（内線 7530・

7531） 
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